
介 護 サ ー ビ ス 事 業 者

自 主 点 検 表

介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設介護療養型医療施設（（（（療養病床療養病床療養病床療養病床をををを有有有有するするするする病院病院病院病院））））におけるにおけるにおけるにおける

短 期 入 所 療 養 介 護

及及及及 びびびび

介護予防短期入所療養介護

事業所の名称

事業所の所在地

(電話番号)

開設法人の名称

開設法人の代表者名

管 理 者 名

記 入 者 名

記入年月日 平成 年 月 日

埼玉県福祉部福祉監査課埼玉県福祉部福祉監査課埼玉県福祉部福祉監査課埼玉県福祉部福祉監査課



介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表事業者自主点検表のののの作成作成作成作成についてについてについてについて

１ 趣 旨

入所者及び利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点

検し、人員、設備及び運営に関する基準が守られているか常に確認することが必要です。

そこで県では、介護サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等指導指針のう

ちの主眼事項、着眼点を基に自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、自主点検をお願いし、県

が行う指導と連携を図ることとしました。

２ 実施方法

（１）毎年定期的に作成し、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、県へ提出してく

ださい。なお、この場合、控えを必ず保管してください。

（２）記入に当たっては、複数の職員で検討のうえ点検してください。

（３）点検結果については、実施後３年間の保管をお願いします。

（４）「いる・いない」等の判定については、該当する項目を〇で囲ってください。

（５）判定について該当する項目がないときは、二重線を引き「事例なし」又は「該当なし」と記入してくだ

さい。

（６）この自主点検表は短期入所療養介護の運営基準等を基調に作成されていますが、指定短期入所療養介護

事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業

と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、介

護予防短期入所療養介護についても短期入所療養介護の運営基準等に準じて（短期入所療養介護を介護予

防短期入所療養介護に読み替えて）一緒に自主点検してください。

なお、太枠で囲われ、ゴシック体で書かれた部分については介護予防短期入所療養介護の事業独自の運

営基準等ですので御留意ください。当該部分については、指定介護予防短期入所療養介護事業の指定を受

けている事業所のみ自主点検してください。（介護予防短期入所療養介護の利用者がいない場合でも、自主

点検をしていただくものですが、利用者がいないため該当する項目がないなどの場合には上の（５）に従

って記入してください。）



「根拠法令」の欄は、次を参照してください。

・「法」 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

・「施行規則」 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

・「平12老企54」 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成１２年３月３０日付け老企第５４号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平11厚令37」 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）

・「平11老企25」 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成１１年９月１７日付け老企第２５号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平12厚告19」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号）

・「平12厚告25」 厚生労働大臣が定める基準

（平成１２年２月１０日厚生省告示第２５号）

・「平12厚告26」 厚生労働大臣が定める施設基準

（平成１２年２月１０日厚生省告示第２６号）

・「平12厚告27」 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通

所介護費等の算定方法

（平成１２年２月１０日厚生省告示第２７号）

・「平12厚告29」 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

（平成１２年２月１０日厚生省告示第２９号）

・「平12厚告123」 厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等

（平成１２年３月３０日厚生省告示第１２３号）

・「平12老企40」 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び

特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成１２年３月８日付け老企第４０号。厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

・「平18厚労令35」 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３５号）

・「平18厚労告127」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２７号）

・「平18-0317001号」 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項ついて

（平成１８年３月１７日老計発・老振発・老老発第0317001号厚生労働省老健局

計画課長・振興課長・老人保健課長通知）

・「平13老発155」 「身体拘束ゼロ作戦」の推進について

（平成１３年４月６日老発第１５５号厚生労働省老健局長通知）
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第１ 基本方針 （１）事業運営の方針は、基本方針に沿ったものとなっています 法第73条第1項

か。 平11厚令37

いる・いない 第141条

指定短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における

介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと

により、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものです。

（２）運営規程、パンフレットなど利用者に説明する書面は、法

令規則等に則した内容となっていますか。

いる・いない

指定介護予防短期入所療養介護の事業は、その利用者が可能な 法第115条の3

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看 第

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療 1項

並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質

の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の 平18厚労令35

維持又は向上を目指すものとなっていますか。 第186条

いる ・ いない

第２ 人員に関する 法第74条第1項

基準

１ 従業者の員数 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又 平11厚令37

は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護療養型医療 第142条第1項

施設の入院患者とみなした場合における法第１１０条第１項に規 第2号

定する介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるた

めに必要な数以上となっていますか。

いる・いない

２ 勤務体制の確保 （１）利用者に対し適切な指定短期入所療養介護を提供できるよ 平11厚令37

等 う、指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制 第155条準用

を定めていますか。 (第101条第1

いる・いない 項)

（２）当該事業所の従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別

等を勤務表上明確にし、人員に関する基準が満たされている 平11老企25第3

ことを明らかにしていますか。 の九の2の(11)

いる・いない 準用

第3の六の3の

（３）事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定短期入所 (5)

療養介護を提供していますか。

（ただし利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りではありません。） 平11厚令37

いる・いない 第155条準用

(第101条第2

項)



- 2 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（４）従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保していま 平11厚令37

すか。 第155条準用

いる・いない (第101条第3

項)

（５）職員のキャリア・パスに配慮した研修の機会の提供や受 介護職員処遇

講支援を行っていますか。 改善交付金交

いる ・ いない・ 非該当（交付金を受けていない場合） 付要綱等

※ キャリア・パスとは、職員が将来展望を持って働き続けることが

できるよう、能力・資格・経験等に応じた適切な処遇を図ることをい

います。

３ 指定介護予防短 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介事 平18厚労令35

期入所療養介護事 業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介の事業と指定 第187条第5項

業の人員基準 介護予防介護短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定短期入所療養介護事

業における従業者の員数の基準を満たすことをもって、指定介護予

防短期入所療養介護事業における当該基準を満たしているものとみ

なすことができる。

第３ 設備に関する （１）法に規定する介護療養型医療施設として必要とされる設備 平11厚令37

基準 を有していますか。 第143条第1項

いる・いない 第2号

（２）療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養 平11厚令37

介護事業所にあっては、消火設備その他の非常災害に際して 第143条第2項

必要な設備を有していますか。

いる・いない

介護予防短期入 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護 平18厚労令35

所療養介護事業の 事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と 第188条第3項

設備基準 指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定短期入所療養介護事

業における設備に関する基準を満たすことをもって、指定介護予防短

期入所療養介護事業における当該基準を満たしているものとみなす

ことができる。

第４ 運営に関する

基準

１ 対象者 利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の 法第74条第2項

疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体 平11厚令37

的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看 第144条

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

等を受ける必要がある者を対象に、病院若しくは診療所の療養病

床に係る病室において指定短期入所療養介護を提供しています

か。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

２ 内容及び手続の 指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用 平11厚令37

説明及び同意 申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、短期入所療養介護 第155条準用

従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す (第125条)

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サ

ービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得てい

ますか。

いる・いない

３ 指定短期入所療 居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス 平11厚令37

養介護の開始及び を提供する者との密接な連携により、指定短期入所療養介護の提 第155条準用

終了 供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サー (第126条第2

ビス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めていま 項)

すか。

いる・いない

４ 提供拒否の禁止 正当な理由なく指定短期入所療養介護の提供を拒んではいませ 平11厚令37

んか。 第155条準用

いない・いる (第9条)準用

（老企25第3の

特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否し 一 の3の(2)）

ていませんか。 いない・いる

５ サービス提供困 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切 平11厚令37

難時の対応 な指定短期入所療養介護を提供することが困難であると認めた場 第155条準用

合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当 (第10条)

な他の指定短期入所療養介護事業者等の紹介その他の必要な措置

を速やかに講じていますか。

いる・いない

６ 受給資格等の確 （１）指定短期入所療養介護の提供を求められた場合は、その者 平11厚令37

認 の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定 第155条準用

等の有無及び要介護認定の有効期間を確かめていますか。 (第11条第1項)

いる・いない

（２）被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、 平11厚令37

当該認定審査会意見に配慮して、指定短期入所療養介護を提 第155条準用

供するよう努めていますか。 (第11条第2項)

いる・いない (法第73条2項)

７ 要介護認定の申 （１）指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、要介護認定を 平11厚令37

請に係る援助 受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既 第155条準用

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場 (第12条第1項)

合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行っていますか。

いる・いない

（２）居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用 平11厚令37

者に対して行われていない等の場合であって必要と認めると 第155条準用

きは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受 (第12条第2項)

けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなさ

れるよう必要な援助を行っていますか。 いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

８ 心身の状況等の 指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅 平11厚令37

把握 介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用 第155条準用

者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス (第13条)

又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めていますか。

いる・いない

９ 法定代理受領サ 指定短期入所療養介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護 平11厚令37

ービスの提供を受 保険法施行規則第６４条各号のいずれにも該当しないときは、当 第155条準用

けるための援助 該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居 (第15条)

宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等

により、指定短期入所療養介護の提供を法定代理受領サービスと

して受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者

に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行

うために必要な援助を行っていますか。

いる・いない

１０ 居宅サービス 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った 平11厚令37

計画に沿ったサ 指定短期入所療養介護を提供していますか。 第155条準用

ービスの提供 いる・いない (第16条)

１１ サービスの提 （１）指定短期入所療養介護を提供した際には、当該指定短期入 平11厚令37

供の記録 所療養介護の提供日及び内容、当該短期入所療養介護につい 第155条準用

て法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受 (第19条第1項)

ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の

居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記

載していますか。

いる・いない

（２）指定短期入所療養介護を提供した際には、提供した具体的 平11厚令37

なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出 第155条準用

があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ (第19条第2項)

の情報を利用者に対して提供していますか

いる・いない

１２ 利用料等の受 （１）法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を 平11厚令37

領 提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該 第145条第1項

指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額又

は居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介

護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けていますか。

いる・いない

（２）法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護 平11厚令37

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、 第145条第2項

指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしていますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（３）上記（１）、（２）の支払いを受ける額のほか、次に掲げる 平11厚令37

費用の額以外の支払を利用者から受けていませんか。 第145条第3項

① 食事の提供に要する費用

② 滞在に要する費用

③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特 平成12年厚生

別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 省告示第123号

④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特

別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

⑤ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除

く。）

⑥ 理美容代

⑦ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護にお

いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの。

いない・いる

なお、⑦の費用の具体的な範囲については、平成１２年３ 平12老企54

月３０日老企第５４号通知「通所介護等における日常生活に

要する費用の取扱いについて」に沿って適切に取り扱われて

いますか。

いる・いない

（４）（３）の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ 平11厚令37

らかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及 第145条第5項

び費用について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。

いる・いない

（５）指定短期入所療養介護その他サービスの提供に要した費用 法第41条第8項

につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被

保険者に対し、厚生労働省令（施行規則第６５条）で定める

ところにより、領収証を交付していますか。

いる・いない

（６）法第４１条第８項の規定により交付しなければならない領 施行規則第65

収証に、指定短期入所療養介護について居宅要介護被保険者 条

から支払を受けた費用の額のうち、同条第４項第２号に規定

する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該指定短期入所療養介護に要した費用の額を超

えるときは、当該現に指定短期入所療養介護に要した費用の

額とする。）、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した

費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載

し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ご

とに区分して記載していますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

１３ 滞在費及び食 (1) 滞在及び食事の提供に係る契約の締結に当たっては、利用者 居住、滞在及

費 又はその家族に対し、当該契約内容について文書により事前に び食事の提供

説明を行っていますか。 に係る利用料

いる・いない 等に関する指

針

(2) 当該契約の内容について、利用者から文書により同意を得て １のイ

いますか。 １のロ

いる・いない

(3) 滞在及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、 １のハ

金額の設定及び変更に関し、運営規程への記載を行っています

か。また、施設内の見やすい場所に掲示をおこなっていますか。

いる・いない

(4) 滞在費に係る利用料は、滞在環境の違いに応じて、それぞれ ２のイの(1)の

次に掲げる額を基本としていますか。 (ⅰ)(ⅱ)

ア ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室

→ 室料及び光熱水費に相当する額

イ 多床室

→ 光熱水費に相当する額

いる・いない

滞在費に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次の ２のイの(2)の

とおりとすること。 (ⅰ)(ⅱ)

ア 利用者が利用する施設の建設費用（修繕費用、維持費用等を含み

公的助成の有無についても勘案すること。）

イ 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

(5) 食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に ２のロ

相当する額を基本としていますか。

いる・いない

(6) 利用者が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供 ３

に係る利用料は、上記の滞在費及び食事の提供に係る利用料と

明確に区分して受領していますか。

いる・いない

１４ 保険給付の請 法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護に係 平11厚令37

求のための証明 る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所療養介護 第155条準用

書の交付 の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ (第21条)

ス提供証明書を利用者に対して交付していますか。

いる・いない

１５ 指定短期入所 （１）利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、 平11厚令37

療養介護の取扱 認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者 第146条第1項

方針 の療養を妥当適切に行っていますか。 平11厚令37

いる・いない 第146条第2項

（２）相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、

短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとな

らないように配慮して行われていますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

「相当期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用する場合を指すこ 平11老企25

ととしますが、４日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介 第3の九の2の

護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況を踏ま (2)の①

えて必要な療養を提供することとします。

（３）指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨 平11厚令37

とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項につ 第146条第3項

いて、理解しやすいように指導又は説明を行っていますか。

いる・いない

（４）自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、 平11厚令37

常にその改善を図っていますか。 第146条第6項

いる・いない

１６ 身体的拘束等 （１）指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又 平11厚令37

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得 第146条第4項

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（身体的拘束等）を行っていませんか。

いない・いる

身体拘束禁止の対象となる具体的行為 平13老発155

① 徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で （身体拘束ゼ

縛る。 ロへの手引き）

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛

る。

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかき

むしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ

字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用す

る。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せ

る。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等

で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

（２）管理者及び従業者は、身体拘束廃止を実現するために正確 平13老発155の

な事実認識を持っていますか。 2・3

いる・いない

そのため、管理者は、都道府県等が行うシンポジウム等に

参加し、又は従業者を参加させるなど従業者の意識啓発に努

めていますか。

いる・いない



- 8 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（３）管理者は、管理者及び各職種の従業者で構成する「身体拘

束廃止委員会」などを設置し、事業所全体で身体拘束廃止に

取り組むとともに、改善計画を作成していますか。

いる・いない

改善計画に盛り込むべき内容 平13老発155の

① 事業所内の推進体制 5

② 介護の提供体制の見直し

③ 「緊急やむを得ない場合」を判断する体制・手続き

④ 事業所の設備等の改善

⑤ 事業所の従業者その他の関係者の意識啓発のための取組み

⑥ 利用者の家族への十分な説明

⑦ 身体拘束廃止に向けての数値目標

（４）上記（１）の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び 平11厚令37

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない 第146条第5項

理由を記録していますか

いる・いない

また、当該記録は主治医が診療録に行っていますか 平11老企25

いる・いない 第3の九の2の

(2)の②

記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」に例示さ 平13老発155の

れている「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」などを 6

参考として、適切な記録を作成し、保存していますか。

いる・いない

１７ 短期入所療養 （１）管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが 平11厚令37

介護計画の作成 予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、 第147条第1項

希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基

づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至

るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他

の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た短期入所療養介護計画を作成していますか。

いる・いない

（２）介護支援専門員に短期入所療養介護計画作成のとりまとめ 平11老企25

を行わせていますか。 第3の九の2の

いる・いない (3)の①

（３）短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成さ 平11厚令37

れている場合は、当該計画の内容に沿って作成していますか。 第147条第2項

いる・いない

（４）管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、そ 平11厚令37

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者 第147条第3項

の同意を得ていますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（５）管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該 平11厚令37

短期入所療養介護計画を利用者に交付していますか。 第147条第4項

いる・いない

１８ 診療の方針 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとしていま

すか。

① 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められ 平11厚令37

る疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当 第148条第1号

適切に行っていますか。 平11老企25

いる・いない 第3の九の(4)

② 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の 平11厚令37

心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を 第148条第2号

十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適

切な指導を行っていますか。

いる・いない

③ 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその 平11厚令37

置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族 第148条第3号

に対し、適切な指導を行っていますか。

いる・いない

④ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥 平11厚令37

当適切に行っていますか。 第148条第4号

いる・いない 平11老企25

第3の九の(4)

⑤ 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大 平11厚令37

臣が定めるもののほか行っていませんか。 第148条第5号

いない・いる

⑥ 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に 平11厚令37

施用し、又は処方していませんか。 第148条第6号

いない・いる

⑦ 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供す 平11厚令37

ることが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求め 第148条第7号

る等診療について適切な処置を講じていますか。

いる・いない

１９ 機能訓練 利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助 平11厚令37

けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー 第149条

ションを行っていますか。

いる・いない

２０ 看護及び医学 （１）看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の 平11厚令37

的管理の下にお 支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身 第150条第1項

ける介護 の状況に応じ、適切な技術をもって行われていますか。

いる・いない
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（２）利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用 平11厚令37

いた入浴や介助浴等適切な方法により、１週間に２回以上利 第150条第2項

用者を入浴させていますか。

いる・いない

ただし、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合に 平11老企25

は、清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めています 第3の九の2の

か。 (6)①

いる・いない

（３）利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、 平11厚令37

排せつの自立について必要な援助を行っていますか。 第150条第3項

いる・いない

（４）おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り 平11厚令37

替えていますか。 第150条第4項

いる・いない

（５）（１）から（４）に定めるほか、利用者に対し、離床、着 平11厚令37

替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っていますか。 第150条第5項

いる・いない

（６）利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所 平11厚令37

療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受け 第150条第6項

させてはいませんか。

いない・いる

２１ 食事の提供 （１）利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及 平11厚令37

び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われ 第151条第1項

ていますか。

いる・いない

（２）利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだ 平11厚令37

け離床して食堂で行われるよう努めていますか。 第151条第2項

いる・いない

（３）調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、 平11老企25

その実施状況を明らかにしていますか。 第3の九の2の

いる・いない (7)の②

（４）食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とす 平11老企25

ることが望ましいが、早くても午後５時以降としていますか。 第3の九の2の

いる・いない (7)

の③

２２ その他のサー （１）適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努め 平11厚令37

ビスの提供 ていますか。 第152条第1項

いる・いない

（２）常に利用者の家族との連携を図るよう努めていますか。 平11厚令37

いる・いない 第152条第2項
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

２３ 利用者に関す 指定短期入所療養介護を受けている利用者が次のいずれかに該 平11厚令37

る市町村への通 当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し 第155条準用

知 ていますか。 (第26条)

いる・いない

① 正当な理由なしに指定短期入所療養介護の利用に関する指示に従わ

ないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき

② 偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようと

したとき

２４ 管理者の責務 （１）管理者は、指定短期入所療養介護事業所の従業者の管理及 平11厚令37

び指定短期入所療養介護の利用の申込みに係る調整、業務の 第155条準用

実施状況の把握その他の管理を一元的に行っていますか。 (第52条第1項)

いる・いない

（２）管理者は、当該指定短期入所療養介護事業所の従業者に平 平11厚令37

成１１年３月３１日厚生省令第３７号の「第１０章第４節 第155条準用

運営に関する基準」の規定を遵守させるため必要な指揮命令 (第52条第2項)

を行っていますか。

いる・いない

２５ 運営規程 次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めていますか。 平11厚令37

第153条

いる・いない

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

④ 通常の送迎の実施地域

⑤ 施設利用に当たっての留意事項

⑥ 非常災害対策

⑦ その他運営に関する重要事項

なお、⑦の「その他運営に関する重要事項」にあっては、当該利用者 平11老企25第3

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合 の九の2の(8)

に身体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。

２６ 定員の遵守 次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所 平11厚令37

療養介護を行ってはいませんか。（ただし、災害、虐待その他の 第154条

やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。）

療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟

を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床

又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認

知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

いない・いる

２７ 地域等との連 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携 平11厚令37

携 及び協力を行う等の地域との交流に努めていますか。 第155条準用

いる・いない (第139条)
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

２８ 非常災害対策 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ 平11厚令37

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す 第155条準用

るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていま (第103条)

すか。

いる・いない

非常災害に対して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連 準用（平11老

携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策に万全を期さなければな 企

りません。 25第3の六の3

「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定 の(6)）

する消防計画（これに準ずる計画も含む。）及び風水害、地震等の災害

に対処するための計画をいいいます

消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の

規定により防火管理者に行わせるものとします。

２９ 衛生管理等 （１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供す 平11厚令37

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置 第155条準用

を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行っ (第118条第1

ていますか。 項)

いる・いない

（２）当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ 平11厚令37

うに必要な措置を講ずるよう努めていますか。 第155条準用

いる・いない (第118条第2

項)

また、必要に応じ保健所の助言、指導を求るとともに、常 準用(平11老企

に密接な連携を保っていますか。 25第3の六の3

の(7)の①)

いる・いない

（３）空調設備等により施設内の適温の確保に努めていますか。 準用(平11老企

25第3の六の3

いる・いない の(7)の③)

３０ 掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、短期入所療養介護 平11厚令37

従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する 第155条準用

と認められる重要事項を掲示していますか。 (第32条)

いる・いない

３１ 秘密保持等 （１）従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者 平11厚令37

又はその家族の秘密を漏らしてはいませんか。 第155条準用

いない・いる (第33条第1項)

（２）従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り 平11厚令37

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必 第155条準用

要な措置を講じていますか。 (第33条第2項)

いる・いない



- 13 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（３）サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い 平11厚令37

る場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる 第155条準用

場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ています (第33条第3項)

か。

いる・いない

（４）「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事 個人情報の保護

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ に関する法律(平

ン（平16.12.24 厚労省）」に基づき、利用者及びその家 15

族の個人情報を適切に取り扱っていますか。 年法律第57号)

いる・いない 医療・介護関係

事業者における

「個人情報の保護に関する法律」の概要 個人情報の適切

ア 利用目的を出来る限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲 な取扱いのため

内で個人情報を取り扱うこと のガイドライン

イ 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の （平16.12.24

通知・公表等をすること 厚労省）

ウ 個人データについては、正確・最新の内容に保つように努め、安全

管理措置を講じ、従業者・委託先を監督すること

エ あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供し

てはならないこと

オ 保有個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に

置き、本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行うこと

カ 苦情の処理に努め、そのための体制の整備をすること

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ドライン」より

医療・介護関係事業者は、個人情報を提供してサービスを受ける患者

・利用者から、その規模によらず良質かつ適切な医療・介護サービスの

提供のために最善の努力を行う必要があること等から、本ガイドライン

においては、個人情報取扱事業者としての法令上の義務を負わない医療

・介護事業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものです。

３２ 居宅介護支援 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特 平11厚令37

事業者に対する 定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品 第155条準用

利益供与の禁止 その他財産上の利益を供与していませんか。 (第35条)

いない・いる

３３ 苦情処理 （１）提供した指定短期入所療養介護に係る利用者及びその家族 平11厚令37

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付 第155条準用

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じています (第36条第1項)

か。

いる・いない

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所におけ 準用(平11老企

る苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申 25第3の一の3

込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置 の(23)の①)

の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等の

措置をいいます。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（２）（１）の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を 平11厚令37

記録していますか。 第155条準用

いる・いない (第36条第2項)

（３）苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である 準用(平11老企

との認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上 25第3の一の3

に向けた取組を自ら行っていますか の(23)の②)

いる・いない

（４）提供したサービスに関し、法第２３条の規定により市町村 平11厚令37

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、質問若 第155条準用

しくは照会、及び苦情に関しての調査に協力するとともに、 (第36条第3項)

市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行っていますか。

いる・いない

（５）市町村からの求めがあった場合には、（４）の改善の内容 平11厚令37

を市町村に報告していますか。 第155条準用

いる・いない (第36条第4項)

（６）提供した指定短期入所療養介護に係る利用者からの苦情に 平11厚令37

関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条（連合会 第155条準用

の業務）第１項第２号の調査に協力するとともに、国民健康 (第36条第5項)

保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っています

か。

いる・いない

（７）国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、 平11厚令37

（６）の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告してい 第155条準用

ますか。 (第36条第6項)

いる・いない

３４ 事故発生時の （１）利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により事故が 平11厚令37

対応 発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に 第155条準用

係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措 (第37条第1項)

置を講じていますか。

いる・いない

（２）（１）の事故の状況及び事故に際して採った処置について 平11厚令37

記録していますか。 第155条準用

いる・いない (第37条第2項)

（３）利用者に対する指定短期入所療養介護の提供により賠償す 平11厚令37

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っていま 第155条準用

すか。 いる・いない (第37条第3項)

（４）事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐため 準用(平11老企

の対策を講じていますか。 25第3の一の3

いる・いない の

(24)の③)
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

３５ 会計の区分 （１）事業所ごとに経理を区分するとともに、指定短期入所療養 平11厚令37

介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しています 第155条準用

か。 (第38条)

いる・いない

（２）具体的な会計処理の方法については、別に通知された「介 平13老振18

護保険の給付対象事業における会計の区分について」を参考 平11老企25

として適切に行われていますか。 第3の一の3(2

いる・いない 5)

３６ 記録の整備 （１）従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してい 平11厚令37

ますか。 第154条の2第1

いる・いない 項

（２）利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に 平11厚令37

掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間保存していま 第154条の2第2

すか。 項

いる・いない

①短期入所療養介護計画 平11老企25第3

②基準第１９条第２項の規定を準用する提供した具体的なサービスの内 の九の2の(10)

容等の記録

③基準第１４６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

④基準第２６条の規程を準用する市町村への通知に係る記録

⑤基準第３６条第２項の規程を準用する苦情の内容等の記録

⑥基準第３７条第２項の規程を準用する事故の状況及び事故に際して採

った処置についての記録

なお、提供に関する記録には診療録が含まれます。

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

１ 指定介護予防短 (1) 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資す 平18厚労令35

期入所療養介護の るよう、その目標を設定し、計画的に行われていますか。 第196条第１

基本取扱方針 いる・いない 項

(2) 自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価

を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、 平18厚労令35

常にその改善を図っていますか。 第196条第2項

いる・いない

(3) 利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを目的とするものであ 平18厚労令35

ることを常に意識してサービスの提供に当たっていますか。 第196条第3項

いる・いない 平11老企25

第 4の三の9

(4) 利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう (1)①

な方法によるサービスの提供に努めていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第196条第4項
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

(5) 利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、か 平11老企25

えって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依 第4の三の9

存を生み出している場合があるとの指摘を踏まえ、「利用者の (1)③

自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、

利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供を

しないよう配慮していますか。

いる・いない

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者との 平18厚労令35

コミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法によ 第196条第5項

り、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努 平11老企25

めていますか。 第4の三の9

いる・いない (1)②

２ 指定介護予防短 (1) 主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会 平18厚労令35

期入所療養介護の 議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、 第197条第1号

具体的取扱方針 その置かれている環境等利用者の日常生活全般の的確な把握を

行っていますか。

いる・いない

(2) 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予 平18厚労令35

定される利用者については、(1)に規定する利用者の日常生活 第197条第2号

全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介

護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養

介護計画を作成していますか。

いる・いない

(3) 介護支援専門員に介護予防短期入所療養介護計画のとりまと 平11老企25

めを行わせていますか。 第4の三の9

いる・いない (2)①

(4) 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計 平18厚労令35

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成して 第197条第3号

いますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(2)②

(5) 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たって 平18厚労令35

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利 第197条第4号

用者の同意を得ていますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(2)③

(6) 管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、 平18厚労令35

当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しています 第197条第5号

か。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(2)③

※ 当該介護予防短期入所療養介護計画書は、その完結の日 平18厚労令35

から２年間保存しなければならない。 第194条第2項
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予 平18厚労令35

防短期入所療養介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの 第197条第6号

に必要な支援を行っていますか。

いる・いない

(8) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁 平18厚労令35

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス 第197条第7号

の提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行 平11老企25

っていますか。 第4の三の9

いる・いない (2)③

(9) (2)に定める「相当期間以上」とは、概ね４日以上連続して 平11老企25

利用する場合を指すが、４日未満の利用者にあっても、担当す 第4の三の9

る介護予防支援事業者等と連携をとること等により、利用者の (2)①

心身の状況等を踏まえて、他の介護予防短期入所療養介護計画

を作成した利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の支援

を行っていますか。

いる・いない

３ 診療の方針 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとしていま

すか。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる 平18厚労令35

疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切 第198条第1号

に行っていますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(3)

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心 平18厚労令35

身の状況等を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十 第198条第2号

分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な

指導を行っていますか。

いる・いない

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置 平18厚労令35

かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対 第198条第3号

し、適切な指導を行っていますか。

いる・いない

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当 平18厚労令35

適切に行っていますか。 第198条第4号

いる・いない 平11老企25

第 4の三の9

(3)

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣 平18厚労令35

が定めるもののほか行っていませんか。 第198条第5号

いない・いる

(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施 平18厚労令35

用し、又は処方していませんか。 第198条第6号

いない・いる
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(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供する 平18厚労令35

ことが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等 第198条第7号

診療について適切な処置を講じていますか。

いる・いない

４ 機能訓練 利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助 平18厚労令35

けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー 第199条

ションを行っていますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(4)

５ 看護及び医学的 (1) 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支

管理の下における 援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状 平18厚労令35

介護 況に応じ、適切な技術をもって行われていますか。 第200条第1項

いる・いない

(2) 利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ、１週間に２回以上、

適切な方法により、利用者を入浴させていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第200条第2項

なお、利用者の心身の状況から入浴が困難である場合には、

清しきを実施するなど利用者の清潔保持に努めていますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(5)①

(3) 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排

せつの自立について必要な援助を行っていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第200条第3項

(4) おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替

えていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第200条第4項

なお、おむつを使用せざるを得ない場合には、利用者の心身

及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむつを交換し 平11老企25

ていますか。 第4の三の9

いる・いない (5)②

(5) (1)から(4)に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整

容その他日常生活上の支援を適切に行っていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第200条第5項

(6) 利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短

期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を 平18厚労令35

受けさせていませんか。 第200条第6項

いない・いる

６ 食事の提供 (1) 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び

嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われてい 平18厚労令35

ますか。 第201条第1項

いる・いない 平11老企25

第 4の三の9

(6)①
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

(2) 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ 平18厚労令35

離床して食堂で行われるよう努めていますか。 第201条第2項

いる・いない 平11老企25

第 4の三の9

(6)①

(3) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、

その実施状況を明らかにしていますか。 平11老企25

いる・いない 第4の三の9

(6)②

(4) 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とする 平11老企25

ことが望ましいが、早くても午後５時以降としていますか。 第4の三の9

いる・いない (6)③

７ その他のサービ (1) 適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めて 平18厚労令35

スの提供 いますか。 第202条第1項

いる・いない

(2) 常に利用者の家族との連携を図るよう努めていますか。 平18厚労令35

いる・いない 第202条第2項

第５ 変更の届出等 当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令 法第75条

（介護保険法施行規則第131条）で定める事項に変更があったと

き、又は当該指定短期入所療養介護の事業を廃止し、休止し、若

しくは再開したときは、厚生労働省令（同上）で定めるところに

より、１０日以内に、その旨を知事に届け出ていますか。

いる・いない

①事業所の名称及び所在地 施行規則第131

②申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び 条

住所

③申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等（短期

入所療養介護事業に関するものに限る）

④事業所の指定居宅サービス等基準第１４２条第１項各号の規定のいず

れの適用を受けるものかの別

⑤建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するもの）並びに設備

の概要

⑥短期入所療養介護を行う事業所（当該事業を行う部分に限る。）にお

ける入院患者または入所者の定員

⑦事業所の管理者の氏名及び住所

⑧運営規程

⑨短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項

⑩役員の氏名及び住所
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

第６ 介護給付費の （１）事業に要する費用の額は、平成１２年厚生省告示第１９号 法第41条第4項

算定及び取扱い の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」により算定 平12厚告19の

１ 基本的事項 されていますか。 いる・いない １

（２）事業に要する費用の額は、平成１２年厚生省告示第２２号 平12厚告19の

の「厚生大臣が定める１単位の単価」に、別表に定める単位 ２

数を乗じて算定されていますか。

いる・いない

（３）１単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数が 平12厚告19の

あるときは、その端数金額は切り捨てて計算していますか。 ３

いる・いない

２ 療養病床を有す 療養病床を有する病院である事業所であって、平成１２年厚生 平12厚告19の

る病院における短 省告示第２６号（厚生労働大臣が定める施設基準）の八のニの基 別表の9ｰﾛｰ(1)

期入所療養介護費 準に適合し、かつ、平成１２年厚生省告示第２９号（厚生労働大 の注1

（１）病院療養病床 臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準）の二のロの

短期入所療養介 （１）の基準を満たすものとして県知事に届け出たものにおける

護費 当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、

指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区

分及び平成１２年厚生省告示第２６号の十三に掲げる区分に従

い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単数を算定

していますか。

いる・いない

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場

合は、所定単位数から２５単位を控除して得た単位数を算定します。

(※ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介

護事業所を除く。）

なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が平成

１２年厚生省告示第２７号の四のロに定める基準に該当する場合は、同

告示により算定します。

（２）特定病院療養 療養病床を有する病院である事業所であって、平成１２年厚生 平12厚告19の

病床短期入所療 省告示第２６号（厚生労働大臣が定める施設基準）の八のニの基 別表の9ｰﾛｰ(1)

養介護費 準に適合し、かつ、平成１２年厚生省告示第２９号（厚生労働大 の注2

臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準）の二のロの

（１）の基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものに

おける当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）にお

いて、利用者（平成１２年厚生省告示第２３号（厚生労働大臣が

定める者等）の十五 難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫

瘍の利用者であって、サービス提供に当たり、常時看護師による

観察を必要とするもの）に対して、日中のみの指定短期入所療養

介護を行った場合に、所定単位数を算定していますか。

特定病院療養病床短期入所療養介護費（１日につき）760単位

いる・いない

ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場

合は、所定単位数から２５単位を控除して得た単位数を算定します。

なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が平成

１２年厚生省告示第２７号の四のロに定める基準に該当する場合は、同

告示により算定します。
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自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

（３）病院療養病床 （１）平成１２年厚生省告示第２６号の十一の基準に該当する事 平12厚告19の

療養環境減算 業所については、病院療養病床療養環境減算として、１日に 別表の9ｰﾛｰ(1)

つき２５単位を減算していますか。 の注4

いる・いない

平成12年厚生省告示第26号の十一

療養病棟の病室が医療法施行規則第16条第１項第十一号イに規定する

基準に該当していない。

医療法施行規則第16条第１項第十一号イ

精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による

測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。

（２）特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している 平12老企40

場合（個室、２人室を除く。）にあっては、当該病室に入院 第2の3の(3)①

している利用者については、１日につき１１５単位を減算 イ

していますか。 第2の7の(15)

いる・いない ④

（４）医療法施行規 医師の配置について、医療法施行規則第４９条の規定が適用さ 平12厚告19の

則第49条が適用 れている病院については、１日につき１２単位を減算しています 別表の9ｰﾛｰ(1)

される病院に係 か。 の注5

る減算 いる・いない

（５）夜間勤務等看 平成１２年厚生省告示第２９号の二のロの(3)の基準を満たす 平12厚告19の

護加算 ものとして知事に届け出た事業所については、当該基準に掲げる 別表の9ｰﾛｰ(1)

区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を加算していますか。 の注6

いる・いない

加算している場合は、該当する項目に○印を付けてください。

ア 夜間勤務等看護（Ⅰ） ２３単位

イ 夜間勤務等看護（Ⅱ） １４単位

ウ 夜間勤務等看護（Ⅲ） １４単位

エ 夜間勤務等看護（Ⅳ） ７単位

（６）認知症行動・ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での 平12厚告19の

心理症状緊急対応 生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用すること 別表の9ｰﾛｰ(1)

加算 が適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行っ の注7

た場合、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日

につき２００単位を加算していますか。

いる・いない

利用者又は家族の同意の上、医師が緊急の短期入所療養介護が 平12老企40

必要と判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に算 第2の3の(9)

定していますか。

いる・いない
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次に掲げる者が短期入所療養介護の利用を開始した場合にま 平12老企40

で、算定していますか。 第2の3の(9)

①病院又は診療所に入院中のもの

②介護保健施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院又は入所中の者

③認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特

定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び短期

利用共同生活介護を利用中の者

いない・いる

判断を行った医師は、診療録等に症状、判断の内容等を記録し 平12老企40

ていますか。 第2の3の(9)

いる・いない

事業所においても判断を行った日時、医師名、及び利用開始に 平12老企40

当っての留意事項等を介護サービス計画書に記録していますか。 第2の3の(9)

いる・いない

（７）若年性認知症 施設基準（受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者 平12厚告19の

利用者受入加算 を定めている）に適合しているものとして、県知事に届出を行っ 別表の9ｰﾛｰ(1)

ていますか。 の注8

いる・いない

事業所においても判断を行った日時、医師名、及び利用開始に

当っての留意事項等を介護サービス計画書に記録していますか。

いる・いない

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合にまで

加算していますか。

いる・いない

（８）送迎加算 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと 平12厚告19の

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の 別表の9ｰﾛｰ(1)

送迎を行う場合は、片道につき１８４単位を加算していますか。 の注9

いる・いない

（９）従来型個室の 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療 平12厚告19の

利用 養介護費(Ⅰ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は病院療 別表の9ｰイｰ

養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を支給する場合は、それぞれ、病 (1) の注10

院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)の病院療養病床短期入所療養

介護費(ⅱ)、病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病

床短期入所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病床短期入所療養介護費

(Ⅲ)の病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)を算定しています

か。

いる・いない
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① 感染症等により従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

② 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

（病室の面積が6.4㎡以下）

③ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な

影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると

医師が判断した者

（10）その他 施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、上記（１）及び（５） 平12厚告19の

の規定による届け出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があっ 別表の9ｰﾛｰ(1)

たときは、（１）及び（５）の規定による届出があったものとみなしま の注11

す。

（11）連続した利用 利用者が連続して３０日を超えて指定短期入所療養介護を受け 平12厚告19の

ている場合においては、３０日を超える日以降に受けた指定短期 別表の9ｰﾛｰ(1)

入所療養介護については、病院療養病床短期入所療養介護費を算 の注12

定していませんか。

いない・いる

（12）療養食加算 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、県知事に届 平12厚告19

出した上で、別に厚生労働大臣が定める療養食（平成１２年厚生 別表の９のロ

省告示第２３号の十六）を提供したときは、１日につき２３単位 の

を算定していますか。 (6)

いる・いない

(1) 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。

(2) 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。

(3) 食事の提供が、別に厚生労働大臣に定める基準（平成１２

年厚生省告示第２５号の八）に適合する指定短期入所療養

介護事業所において行われていること。

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ

り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ 平12老企40

き、厚生労働大臣が定める者等（平成１２年厚生省告示第２３号。以 第２の3の(11)

下「２３号告示」という。）に示された療養食が提供された場合に算 準用2の(13)

定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成さ

れている必要があること。

② 加算の対象となる療養食は、疾患治療の直接手段として医師の発行

する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した

栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃

潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食）

及び特別な場合の検査食をいうものであること。

③ 上記の療養食の摂取の方法は、経口又は経管の別を問わないこと。

④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取

り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行

う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食

については、総量６．０未満の減塩食をいうこと。
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⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石

症及び胆嚢円による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいうこと。

⑥ 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の

大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大

腸炎等により腸管の機能が低下している利用者等に対する低残さ食に

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる利用者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる利用者等は、血中ヘモ

グロビン濃度が10ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来す

る者であること。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症（肥満度が＋７０％以上又はＢＭＩが３５以上）に対し

て食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことがてき

ること。

⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内

視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特

別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる利用者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる利用者等は、空

腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dl以上である者

又はHDL-コレステロール値が40mg/dl未満若しくは血清中性脂肪値が1

50mg/dl以上である者であること。

（13）緊急短期入所 別に厚生労働大臣が定める基準（平成１２年厚生省告示第２５ 平12厚告19

ネットワーク加 号の十一）に適合するものとして県知事に届出した上で、利用者 別表の９のイ

算 （別に厚生労働大臣が定める者（平成１２年厚生省告示第２３号 の

の十七）に限る。）に対し、指定短期入所療養介護を行った場合 (6)

は、１日につき５０単位を算定していますか。 平12老企40

いる・いない 第２の3の(12)

別に厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第25号の十一) 準用2の(12)

(1) 他の指定短期入所療養介護事業者等と連携し、緊急に指定短期入所

サービス（指定短期入所生活介護及び指定短期入所療養介護をいう。）

を受ける必要がある利用者に対応するための体制を整備しているこ

と。

(2) サービスの質の確保のために指定居宅介護支援事業者等を通じて利

用者の心身の状況、その置かれている環境その他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用状況等を把握していること。

別に厚生労働大臣が定める者等（平成12年厚生省告示第23号の十七）

・ 介護を行う者が疾病にかかっていることその他のやむを得ない理由

により、介護を受けることができない者

（14）特定診療費 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常

的に必要な医療行為として平成１２年厚生省告示第３０号に定め 平12厚告19

るものを行った場合に、同告示に定める単位数に１０円を乗じて 別表の９のロ

得た額を算定していますか。 いる・いない の(8)
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（15）サービス提供 (1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき１２単位）の 平12厚告19

体制強化加算 算定に当たっては、次の基準を満たしていますか。 別表の９のロ

いる・いない の

(9)

・ 当該指定短期入所療養介護を行う病床に係る病棟の介護職員 平12老企40

の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の５０以上で 第２の3の(13)

あること。 準用2の(16)

・ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。

ただし、(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ）又は(3) サービ

ス提供体制強化加算（Ⅲ）を算定している場合は算定しません。

(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１日につき６単位）の算

定に当たっては、次の基準を満たしていますか。

いる・いない

・当該指定短期入所療養介護を行う病床に係る病棟の看護・介護

職員の総数のうち常勤職員の占める割合が１００分の７５以上で

あること。

・ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。

ただし、(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は(3) サービ

ス提供体制強化加算（Ⅲ）を算定している場合は算定しません。

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（１日につき６単位）の算

定に当たっては、次の基準を満たしていますか。

いる・いない

・ 当該指定短期入所療養介護を行う病床に係る病棟の介護療養

施設サービスを入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年

数３年以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。

・ 別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。

ただし、(1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は(2) サービ

ス提供体制強化加算（Ⅱ）を算定している場合は算定しません。

(4) 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し 平12老企40

た前年度（３月を除く。）の平均を用いていますか。 第２の3の(13)

いる・いない 準用2の(16)

なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用

者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必

要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除

く。）に従事している時間を用いても差し支えありません。

ただし、平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない

事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方

法により算出した平均を用いることとします。

したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者につ

いては、４月目以降届出が可能となります。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格

を取得している者とします。
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(5) 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい 平12老企40

ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 第２の3の(13)

合を維持していますか。 準用2の(16)

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知

第１の５（加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い）の

届出を提出しなければなりません。

いる・いない

(6) 勤続年数は、各月の前月の末日地点における勤続年数として 平12老企40

いますか。 いる・いない 第２の3の(13)

準用2の(16)

具体的には、平成２１年４月における勤続年数３年以上の者

とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が３年以上である

者をいいます。

(7) 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 平12老企40

に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 第２の3の(13)

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員 準用2の(16)

として勤務した年数を含めることができます。

(8) 同一の事業所において指定介護予防短期療養介護を一体的に 平12老企40

行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこと 第２の3の(13)

とします。 準用2の(16)

(9) 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、 平12老企40

看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又 第２の3の(13)

は言語聴覚士として勤務を行う職員を指します。 ②

介護予防短期入所療 （１）事業に要する費用の額は、平成１８年厚生労働省告示第 法第53条第2

養介護費 １２７号の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」 項

１ 基本的事項 により算定されていますか。 いる・いない 平18厚労告12

7の1

（２）事業に要する費用の額は、平成１２年厚生省告示第２２号

の「厚生大臣が定める１単位の単価」に、別表に定める単位 平18厚労告12

数を乗じて算定されていますか。 いる・いない 7の２

（３）１単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額は切り捨てて計算していますか。 平18厚労告12

いる・いない 7の３

２ 療養病床を有す 療養病床を有する病院である事業所であって、平成１２年厚生

る病院における介 省告示第２６号（厚生労働大臣が定める施設基準）の五十の基準 平18厚労告12

護予防短期入所療 に適合し、かつ、平成１２年厚生省告示第２９号（厚生労働大臣 7の別表の9ｰﾛ

養介護費 が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準）の九の（１） の注1

（１）病院療養病床 の基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける

介護予防短期入 当該届出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、

所療養介護費 指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に

掲げる区分及び平成１２年厚生省告示第２６号の五十四に掲げる

区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単

数を算定していますか。 いる・いない
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ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場

合は、所定単位数から２５単位を控除して得た単位数を算定します。

なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が平成

１２年厚生省告示第２７号の十七のロに定める基準に該当する場合は、

同告示により算定します。

（２）病院療養病床 （１）平成１２年厚生省告示第２６号の十一の基準に該当する事 平18厚労告12

療養環境減算 業所については、病院療養病床療養環境減算として、１日に 7の別表の9ｰﾛ

つき２５単位を減算していますか。 の注3

いる・いない

平成12年厚生省告示第26号の十一

療養病棟の病室が医療法施行規則第16条第１項第十一号イに規定する

基準に該当していない。

医療法施行規則第16条第１項第十一号イ

精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による

測定で、1.8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下

の幅は、内法による測定で、2.7メートル以上としなければならない。

（２）特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している 平18-0317001

場合（個室、２人室を除く。）にあっては、当該病室に入院 号第2の 9の

している利用者については、１日につき１１５単位を減算 (3)①イ

していますか。

いる・いない

（３）医療法施行規 医師の配置について、医療法施行規則第４９条の規定が適用さ 平12老企40

則第49条が適用 れている病院については、１日につき１２単位を減算しています 第2の3の(3)

される病院に係 か。 ①イ

る減算 いる・いない

（４）夜間勤務等看 平成１２年厚生省告示第２９号の九のロの(3)の基準を満たす 平18厚労告12

護加算 ものとして知事に届け出た事業所については、当該基準に掲げる 7の別表の9ｰﾛ

区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を加算していますか。 の注4

いる・いない

加算している場合は、該当する項目に○印を付けてください。 平18厚労告12

ア 夜間勤務等看護（Ⅰ） ２３単位 7

イ 夜間勤務等看護（Ⅱ） １４単位 別表の9ｰﾛの

ウ 夜間勤務等看護（Ⅲ） １４単位 注5

エ 夜間勤務等看護（Ⅳ） ７単位

（５）認知症行動・ 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での 平18厚労告12

心理症状緊急対応 生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介護を利用 7

加算 することが適当であると判断した者に対し、指定介護予防短期入 別表の9ｰﾛの

所療養介護を行った場合、利用を開始した日から起算して７日を 注6

限度として、１日につき２００単位を加算していますか。

いる・いない
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利用者又は家族の同意の上、医師が緊急の介護予防短期入所療 平18-0317001

養介護が必要と判断した当該日又はその次の日に利用を開始した 号第２の9の

場合に算定していますか。 (8)

いる・いない 準用８の(9)

次に掲げる者が介護予防短期入所療養介護の利用を開始した場 平18-0317001

合にまで、算定していませんか。 号第２の9の

(8)

①病院又は診療所に入院中のもの 準用８の(9)

②介護保健施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院又は入所中の者

③認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び

短期利用共同生活介護を利用中の者

いる・いない

判断を行った医師は、診療録等に症状、判断の内容等を記録し 平18-031700

ていますか。 1号第２の9

いる・いない の(8)

準用８の(9)

事業所においても判断を行った日時、医師名、及び利用開始に 平18-031700

当っての留意事項等を介護サービス計画書に記録していますか。 1号

いる・いない 第 ２ の 9 の

(8)

（６）若年性認知症 施設基準（受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者 準用８の(9)

利用者受入加算 を定めている）に適合しているものとして、県知事(福祉保健総 平18厚労告1

合センター)に届出を行っていますか。 27別表の9ｰﾛ

いる・いない の注7

事業所においても判断を行った日時、医師名、及び利用開始に 平18-031700

当っての留意事項等を介護サービス計画書に記録していますか。 1号第２の9

いる・いない の(9)

準用８の(1

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合にまで 0)

加算していませんか。 平18-031700

いる・いない 1号第２の9

の(9)

（７）送迎加算 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこと 準用８の(10)

が必要と認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の 平18厚労告12

送迎を行う場合は、片道につき１８４単位を加算していますか。 7

別表の9ｰﾛの

いる・いない 注8

（８）従来型個室の 次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床介護予防短 平12厚告19の

利用 期入所療養介護費(Ⅰ)、病院療養病床介護予防短期入所療養介護 別表の9ｰイｰ

費(Ⅱ)又は病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)を支給 (1) の注9

する場合は、それぞれ、病院療養病床介護予防短期入所療養介護

費(Ⅰ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、病院療

養病床介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)の病院療養病床介護予防

短期入所療養介護費(ⅱ)又は病院療養病床介護予防短期入所療養

介護費(Ⅲ)の病院療養病床介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)を算

定していますか。 いる・いない
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① 感染症等により従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

② 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者

（病室の面積が6.4㎡以下）

③ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な

影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると

医師が判断した者

（９）その他 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、上記（１）及 平18厚労告12

び（４）の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出 7

があったときは、（１）及び（４）の規定による届け出があったものと 別表の9ｰﾛの

みなします。 注10

（10）連続した利用 利用者が連続して３０日を超えて指定介護予防短期入所療養介 平18厚労告12

護を受けている場合においては、３０日を超える日以降に受けた 7の別表の9ｰﾛ

指定介護予防短期入所療養介護については、病院療養病床介護予 の注11

防短期入所療養介護費を算定していませんか。

いない・いる

（11）療養食加算 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、県知事に届 平18厚労告12

出した上で、別に厚生労働大臣が定める療養食（平成１２年厚生 7

省告示第２３号の五十）を提供したときは、１日につき２３単位 別表の９のロ

を算定していますか。 の(5)

いる・いない

(1) 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

ること。

(2) 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

の食事の提供が行われていること。

(3) 食事の提供が、別に厚生労働大臣に定める基準（平成１２

年厚生省告示第２５号の八）に適合する指定介護予防短期

入所療養介護事業所において行われていること。

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師よ 平18-0317001

り利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ 号第２の9の

き、厚生労働大臣が定める者等（平成１２年厚生省告示第２３号。以 (10)

下「２３号告示」という。）に示された療養食が提供された場合に算 準用8の(11)

定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成さ

れている必要があること。

② 加算の対象となる療養食は、疾患治療の直接手段として医師の発行

する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した

栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃

潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食）

及び特別な場合の検査食をいうものであること。

③ 上記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わな

いこと。

④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取

り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行

う場合は、加算の対象とはならないこと。

腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食につい

ては、総量６．０g未満以下の減塩食をいうこと。



- 30 -

自主点検項目 自 主 点 検 の ポ イ ン ト 根拠法令

⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石

症及び胆嚢円による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいうこと。

⑥ 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこ

と。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の

大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場

合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大

腸炎等により腸管の機能が低下している利用者等に対する低残さ食に

ついては、療養食として取り扱って差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる利用者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる利用者等は、血中ヘモ

グロビン濃度が10ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来す

る者であること。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症（肥満度が＋７０％以上又はＢＭＩが３５以上）に対し

て食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことがてき

ること。

⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査、大腸内

視鏡検査のために特に残さの少ない調理済み食品を使用した場合は、

「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる利用者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる利用者等は、空

腹時定常状態におけるLDL-コレステロール値が140mg/dl以上である者

又はHDL-コレステロール値が40mg/dl未満若しくは血清中性脂肪値が1

50mg/dl以上である者であること。

（12）特定診療費 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常 平18厚労告12

的に必要な医療行為として平成１２年厚生省告示第３０号に定め 7

るものを行った場合に、同告示に定める単位数に１０円を乗じて 別表の９のロ

得た額を算定していますか。 いる・いない の

(6)

第７ その他

１ サービス利用前 （１）サービス利用前に利用者に対して、健康診断書を提出する

の健康診断書の提 よう求めていませんか。

出 いない・いる

【健康診断書の提出を求めている場合、その理由及び主な項目】

（２）健康診断書に係る費用の負担について、利用申込者と協議

していますか。

いる・いない

（３）利用申込者が健康診断書の提出を拒んだ場合、サービスの

提供を拒否していませんか。 いない・いる
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居宅サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護など）は、通常相

当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、

必ずしも健康診断書等提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であ

るとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養

管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握がで

きない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めること

は可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事

業者との協議によるものと考えられます。しかし、そうした求めに利用

申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当

な事由に該当するものではありません。

平成１２年１１月１６日 全国介護保険担当課長会議資料「運営基準

等に係るＱ＆Ａ」一部抜粋

２ 法令遵守等の業 業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出ていま 法第115条の32

務管理体制の整備 すか。 第1項

いる ・ いない 施行規則第140

条の39

※ 事業者が整備等する業務管理体制の内容

事業所数20未満 20以上100未満 100以上

整備届出 法令遵守責任者 法令遵守責任者 法令遵守責任者

事項 法令遵守規程 法令遵守規程

業務執行監査の

定期的実施

届出書の 名称又は氏名 左記に加え 左記に加え

記載すべ 主たる事務所の所在地 法令遵守規程 業務執行監査の

き事項 代表者氏名等 の概要 方法の概要

法令遵守責任者氏名等


